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教職員の懲戒処分について 

 

 

 教職員の懲戒処分を、令和６年３月１９日付けで下記のとおり行いました。 

 

 

記 

 

 

 ＜懲戒処分の概要＞ 

○パワー・ハラスメント 

被 処 分 者 県立可茂特別支援学校 校長（５９歳・男性） 

事案の概要 

令和４年６月から翌年３月までの間、毎週のように、男性教諭Ａに対し、

大声で叱責する等した。 

また、令和５年５月、男性教諭Ｂに対して、当該教諭が担当する業務に

関して「何もやっていない」という趣旨の発言等を語気強く行った。 

処   分 減給１／１０ １月 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号及び第３号 

 


